
第６回宮崎市上下水道事業経営審議会

適正な料金水準について
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１ 前回の審議結果（平均改定率）

下水

●水道料金と下水道使用料の平均改定率

・現在の市民生活を考慮し、下水道使用料単価１６５円／㎥（２パターン）に向けた改定は検討
 しない。

《継続審議となった４パターンの改定を行えば・・・》
 ①水道事業では、プライマリーバランスを厳守した企業債の活用で残高の減少が可能。

 ②水道事業では、老朽化した施設等の更新費用の確保が可能。

 ③水道事業では、最低限必要な資金残高の確保に加え、将来見込まれる収支赤字の解消が可能。

 ④下水道事業では、汚水処理原価（１６５円／㎥）の全てを料金収入で賄うことはできないが、

  一般会計からの繰入金は削減が可能。

《まとめ》

下水
水道

15.97％
(単価133.66円/㎥
  ⇒155円/㎥)

19.71％
(単価133.66円/㎥

   ⇒160円/㎥)

23.45％
(単価133.66円/㎥

   ⇒165円/㎥)

8.91％
(企業債1.5億減の場合) 11.88％ 13.45％     15.02％

9.43％
(企業債2.0億減の場合) 12.18％ 13.75％     15.32％
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２ お客さまアンケートの結果（速報）

（設問１０）
 本市の上下水道施設（浄水場・下水処理場・管路など）は老朽化が進行しており、また、地震・
津波や台風などにおいて、断水や浸水が起こらないようにするためには、多額の事業費が必要とな
るため、水道料金や下水道使用料の負担増が避けられません。あなたは、上下水道の老朽化対策・
災害対策について、今後、どのように整備・更新するのがよいと思いますか。（あてはまるもの１
つ選択）

（選択肢）
ア．現状より負担が増えても、早急に施設整備・更新を進めるべき
イ．現状より負担が多少増えても、徐々に施設整備・更新を進めるべき
ウ．現状の負担を増やさないで、断水等の日常生活に影響が生じた場合にその都度修繕し、できる
  範囲で対策を図るべき
エ．上下水道局の判断に任せる
オ．その他

１．発送件数：２,０００件（令和５年１１月１０日発送）
２．回答件数：  ８３６件（４２％）１２月 ８日時点
  【６０５件（郵送）２３１件（インターネット）】
３．集計結果

ア・・・１７７件 （２１％）

エ・・・１１７件 （１４％）

イ・・・３９９件 （４８％）
ウ・・・１２３件 （１５％）

オ・・・ ２０件 （ ２％）

83％の方が現状
からの負担増を
許容すると回答。

ア 177件 
21%

イ 399件 
48%

ウ 123件 
15%

エ 117件 
14%

オ20件 2%
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３ 改定後の料金（見込）シミュレーション（水道事業 下水道事業）

○料金改定の影響サンプルについて
 （１）宮崎市において最も利用者の多い口径13ミリの利用実績を用いたサンプル。

 （２）総務省家計調査のデータを用いたサンプル。

平均改定率とは・・・
・ 算定期間（令和７年度～令和１１年度）に見込まれる料金収入と、改定によって見込まれ
 る料金収入の増加割合。
・ 全ての使用水量で平均改定率と同率になるわけではない。

比較する使用水量 左の水量の算出理由

①  ６㎥ 口径１３ミリの利用実績における１つ目のピーク（１か月当たり５～８
㎥）のうち最も利用者の多い水量。 ⇒ 詳細は４ページ

② １４㎥ 口径１３ミリの利用実績における２つ目のピーク（１か月当たり14㎥～
16㎥）のうち最も利用者の多い水量 ⇒ 詳細は５ページ

比較する使用水量 左の水量の算出理由

③ １９㎥ 宮崎市における２人以上の勤労世帯での１か月当たりの使用水量
⇒ 詳細は６ページ

④ １８㎥ 中都市における２人以上の無職世帯での１か月当たりの使用水量
⇒ 詳細は６ページ

《参考》
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３ 改定後の料金（見込）シミュレーション（水道事業 下水道事業）

下水

①口径１３ミリで１か月当たり６㎥使用されている世帯の場合（税込） 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

1 6 11 16 21

1か月の使用水量別調定件数（口径13ミリ：R4）
（件）

（㎥）

口径13ミリ 
171,510件

口径20ミリ 
28,077件

口径別使用者数
口径25～
150ミリ
6,929件

平均改定率（上下合算） 現行 改定後（見込） 増加額

水道8.91％、下水15.97％の場合（11.88％） ２，１２５円 ２，３８４円 ２５９円

水道9.43％、下水15.97％の場合（12.18％） ２，１２５円 ２，３９５円 ２７０円

水道8.91％、下水19.71％の場合（13.45％） ２，１２５円 ２，４２４円 ２９９円

水道9.43％、下水19.71％の場合（13.75％） ２，１２５円 ２，４３５円 ３１０円
※令和５年11月28日現在使用中であるメーター(206,516個)では、口径13ミリのメーター(171,510個)が最も多い。
※口径13ミリのメーターを使用されている方では、１か月当たり５～８㎥使用されている方が多く、次に14～16
㎥使用されている方が多い。
※１か月当たり５～８㎥使用されている方の中では6㎥使用されている方が最も多い。
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３ 改定後の料金（見込）シミュレーション（水道事業 下水道事業）

下水

②口径１３ミリで１か月当たり14㎥使用されている世帯の場合（税込） 

0 

5,000 

10,000 

15,000 

20,000 

25,000 

1 6 11 16 21

1か月の使用水量別調定件数（口径13ミリ：R4）

14

（件）

（㎥）

口径13ミリ 
171,510件

口径20ミリ 
28,077件

口径別使用者数
口径25～
150ミリ
6,929件

平均改定率（上下合算） 現行 改定後（見込） 増加額

水道8.91％、下水15.97％の場合（11.88％） ３，５５４円 ３，９９０円 ４３６円

水道9.43％、下水15.97％の場合（12.18％） ３，５５４円 ４，００１円 ４４７円

水道8.91％、下水19.71％の場合（13.45％） ３，５５４円 ４，０５６円 ５０２円

水道9.43％、下水19.71％の場合（13.75％） ３，５５４円 ４，０６７円 ５１３円
※令和５年11月28日現在使用中であるメーター(206,516個)では、口径13ミリのメーター(171,510個)が最も多い。
※口径13ミリのメーターを使用されている方では、１か月当たり５～８㎥使用されている方が多く、次に14～16
㎥使用されている方が多い。
※１か月当たり14～16㎥使用されている方の中では14㎥使用されている方が最も多い。
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３ 改定後の料金（見込）シミュレーション（水道事業 下水道事業）

下水

④２人以上の無職世帯（口径13mm、１か月当たり１８㎥使用）の場合（税込）

※家計調査の結果（都道府県庁所在市以外の政令指定都市を除く、人口15万人以上の中都市における５年平均１月
 当たりの上下水道料金4,956円）を中都市と宮崎市の20㎥の料金比率で割り戻し使用水量に換算。 

③２人以上の勤労世帯（口径13mm、１か月当たり１９㎥使用）の場合（税込）
平均改定率 現行 改定後（見込） 増加額

水道8.91％、下水15.97％の場合（11.88％） ５，０８３円 ５，７０６円 ６２３円

水道9.43％、下水15.97％の場合（12.18％） ５，０８３円 ５，７１７円 ６３４円

水道8.91％、下水19.71％の場合（13.45％） ５，０８３円 ５，７９９円 ７１６円

水道9.43％、下水19.71％の場合（13.75％） ５，０８３円 ５，８１０円 ７２７円

※家計調査の結果（宮崎市における５年平均１月当たりの上下水道料金 5,143円）を１月当たりの使用水量に換算。 

平均改定率 現行 改定後（見込） 増加額

水道8.91％、下水15.97％の場合（11.88％） ４，７７７円 ５，３６２円 ５８５円

水道9.43％、下水15.97％の場合（12.18％） ４，７７７円 ５，３７３円 ５９６円

水道8.91％、下水19.71％の場合（13.45％） ４，７７７円 ５，４５０円 ６７３円

水道9.43％、下水19.71％の場合（13.75％） ４，７７７円 ５，４６１円 ６８４円
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４ 料金表の見方・計算方法（水道事業）

【計算例】
１．水量４４㎥を２で割り、１か月の使用水量を求める。
  ４４÷２＝２２㎥
２．料金表に基づき段階別の従量料金を求める。
  ①２７円×１０㎥＝２７０円（０～１０㎥）
  ②１５２円×１２㎥＝１,８２４円（１１～３０㎥）
３．基本料金に①及び②の額を加え、さらに消費税を加算。
  （９００＋２７０＋１,８２４）×１.１＝３,２９３円
４．最後に２倍して２か月の料金を算定する。
  ３,２９３×２＝６,５８６円

●現行の料金表を一部抜粋

※検針が２か月毎であるため、２か月分の使用水量を２で割り１か月分の料金を算出した後、その額を２倍する。
※口径別に基本料金が分かれている。
※０～１０㎥の従量料金は口径４０ミリ以上は１５２円。口径３０ミリ以下は２７円。

口径１３ミリの方が２か月で４４㎥使用した場合の水道料金

基本料金
(900円)

11～30㎥
(1,824円)

0～10㎥(270円)

＋消費税×２（か月）

６,５８６円
（水道料金：2か月分、税込み）

水 道

口 径 基本料金 0～10㎥ 11～30㎥ 31～100㎥ 101㎥～

13ミリ 900円
27円

152円 181円 210円20ミリ 1,290円

40ミリ 5,150円 152円
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４ 料金表の見方・計算方法（下水道事業）

●現行の料金表を一部抜粋

※下水の排出量は水道の使用水量と同量とする。
※検針が２か月毎であるため、２か月分の使用水量を２で割り１か月分の料金を算出した後、その額を２倍する。
※基本料金は一律。

２か月で汚水量４４㎥を排出した場合の下水道使用料
【計算例】
１．汚水量４４㎥を２で割り、１か月の排出量を求める。

  ４４÷２＝２２㎥

２．料金表に基づき段階別の従量料金を求める。

  ①２０円×１０㎥＝２００円（０～１０㎥）

  ②１２６円×１２㎥＝１,５１２円（１１～３０㎥）

３．基本料金に①及び②の額を加え、さらに消費税を加算。

  （７５０＋２００＋１,５１２）×１.１＝２,７０８円

４．最後に２倍して２か月の料金を算定する。

  ２,７０８×２＝５,４１６円

基本料金
(750円)

11～30㎥
(1,512円)

0～10㎥(200円)

＋消費税×２（か月）

５,４１６円
（下水道使用料：2か月分、税込み）

下水道
基本料金 0~10㎥ 11~30㎥ 31~100㎥ 101~500㎥ 501~1000㎥ 1001㎥~

750円 20円 126円 164円 197円 210円 235円
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５ 総括原価方式（水道事業）

水道料金  334.9億円 増収分
31.6億円

維持管理費+減価償却費+企業債利息  343.3億円

●算定要領に基づき平均改定率9.43%の場合の料金を試算（令和７～１１年度）

需要家費(39.6億円) 固定費(292.2億円) 変動費(34.7億円)

使用水量とは関係なく給水準備のた
めに必要となる原価

基本料金（136.4億円） 従量料金（230.1億円）

検針・集金関係費など 修繕費、企業債利息など 動力費、薬品費など

資産維持率0.698％
標準維持率3％

準備料金(141.4億円)

費用総額
366.5億円

収益総額
366.5億円

水量料金(225.1億円)
各水道使用者の使用水量に応じて必
要となる原価

※１ 浄水施設能力と平均給水量の差の比率を施設利用率として配分。
※２ 算定要領に基づく配分をした場合、基本料金が大幅に増加するため従量料金へ５億円配分し直す。
   ※静岡市が令和元年度において実施した「基本料金と従量料金の割合（対象都市21）」の調査では、各都市
    平均値として、基本料金36.9％、従量料金63.1%との結果。

配分
※１

分解

35％ 65％

調整
※２

10.8% 9.5%79.7%

38.6%
(調整前)

61.4%

37.2%
(調整後)

(調整前)

62.8%
(調整後)

資産維持費
23.2億円
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６ 改定後の企業債残高（水道事業）

355.0

326.6

341.4

338.4

325.0

330.0

335.0

340.0

345.0

350.0

355.0

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

企業債残高推移

改定前 8.91% 9.43%

※

※

●改定によって企業債残高がどのように推移するか

(億円)

（単位：億円）

区分 R7 R8 R9 R10 R11

改定前 346.5 338.6 334.1 327.8 326.6

改定率9.43％の場合
（毎年２億円減） 346.4 344.4 342.4 340.4 338.4

改定率8.91％の場合
（毎年1.5億円減） 347.4 345.9 344.4 342.9 341.4

企業債残高対
給水収益比率(%)

R3（実績） R11

517.02
(宮崎市)

248.92
(類似団体平均)

495.7

469.3

475.7

※残高の減少幅は大きいものの、R9年度には
 維持すべき資金残高（30億円）の水準を下
 回る状況に陥る。

※平均改定率を抑制するため、借入額を増やし
 ていることから残高の減少幅は小さい。

※
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６ 改定後の一般会計繰入金（下水道事業）

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15
改定前

(133.66円/㎥) 33.4 32.3 33.2 33.5 35.0 38.5 36.4 38.7 39.1

15.97％
(155円/㎥)

25.6
(▲7.8)

24.5
(▲7.8)

25.4
(▲7.8)

25.8
(▲7.7)

27.3
(▲7.7)

30.9
(▲7.6)

28.8
(▲7.6)

31.1
(▲7.6)

31.6
(▲7.5)

19.71％
(160円/㎥)

23.7
(▲9.7)

22.7
(▲9.6)

23.6
(▲9.6)

24.0
(▲9.5)

25.5
(▲9.5)

29.1
(▲9.4)

27.0
(▲9.4)

29.4
(▲9.3)

29.9
(▲9.2)

●改定によって一般会計繰入金がどのように推移するか
 収益的収支の一般会計繰入金（見込）（基準内、基準外総額）

119.5

128.6

167.4

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 180.0

19.71%

15.97%

改定前

一般会計繰入金(R7～R11合計)

一般会計繰入金総額 (億円)

(単位：億円)

表内の（  ）は改定前との差額

改定前と比較して38.8億円の削減が見込まれる

改定前と比較して47.9億円の削減が見込まれる

(155円/㎥)

(160円/㎥)
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